改正案
第１号様式（第５条第１項）
　　年　　月　　日
商店街空き店舗開業助成事業補助金交付申請書

     （申請先）
　　　横　浜　市　長　

	申請者
	〒
	

	
	住所
	

	
	団体名
	

	
	役職名
	

	
	ふりがな
	

	
	代表者氏名　　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	（TEL　　　　               ）




商店街空き店舗開業助成事業補助金の交付を受けたいので、商店街空き店舗開業助成事業補助金交付要綱第５条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17 年11 月30 日横浜市規則第139 号）及び商店街空き店舗開業助成事業補助金交付要綱を遵守します。


１　補助金交付申請額
   
   ￥ 　　　　　　　．－ 


２　添付書類
　　裏面のとおり

３　宣誓事項
· 法令、条例、規則、本要綱又はこれらに基づき市長が行った指示に違反しないこと。違反した場合、補助金の一部又は全部を返還します。

· 市長が補助金の活用状況について調査を行うときは、聴取や資料の提出等に協力します。

· 公的機関が発行する各種証明書を写し（コピー）で提出する場合は、原本に相違ありません。



商店街空き店舗開業助成事業補助金交付申請書添付書類
	添付書類

	(1) 代表者・役員等氏名一覧表（第２号様式）
(2) 事業概要書兼実績報告書（第３号様式）
(3) 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては法人登記簿謄本又は登記事項証明書、商店会及び各種団体にあっては定款又は規約等（写）（※１）
(4) 個人にあっては市町村民税の課税証明書及び納税証明書、法人にあっては市町村民税納税証明書（※２）
(5) 賃貸借契約書（写）
(6) 店舗賃借契約に係る初期費用等の支払領収書（写）。ただし、支払領収書の徴収が困難なものについては、振込金受取書の写しなど支払いを証明できる証書（写）
(7) 商店会との覚書（第４号様式）（写）
(8) 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を証する書類（写）
(9) 別表１の補助対象者２又は３に当てはまることを証する書類（写）
(10) 別表１の補助対象者２又は３が行う申請の場合、空き店舗の条件を満たすことの証明書（第５号様式）
(11）商店会が行う申請の場合、事業の実施、出店者等を決定した総会等の議事録（写）
(12) 店舗開店を確認できる写真、案内チラシ等
(13) 個人事業の開業・廃業等届出書の控え（写）
(14) 脱炭素取組宣言 確認書又は宣言書
(15)その他、市長が必要と認める書類
※１　(3)の書類については、発行３か月以内のもの。
※２　(4)の書類については、最新年度及び発行３か月以内であり、未納がないことが分かるもの。なお、申請時点で法人設立１年未満等の理由により、やむをえず発行できない場合は、法人の代表者の市町村民税の課税証明書及び納税証明書の提出のみで可。






